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監 査 公 表 第 １ ３ 号
平 成 29年 ２ 月 14日 監 査 公 表 第 １ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 29年 ５ 月 12日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

2 8 財 第 2 9 2 9 号
平 成 29年 ３ 月 27日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）
平 成 29年 ２ 月 １ 日 付 け 28福 監 第 260号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と

お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 機 関 福 島 空 港 事 務 所

監 査 対 象 年 度 平 成 27年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 28年 11月 15日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」

───────────────────────────────────────────────────────────
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平成29年５月12日 金曜日 福 島 県 報 号外第31号1

�

�



平成29年５月12日 金曜日 福 島 県 報 号外第31号 2

前 々 回 の 監 査 に お い て 指 摘 の あ っ た 調 調 定 の 時 期 遅 延 が 発 生 し な い よ う 、 時
定 の 時 期 遅 延 に つ い て 、 今 回 も 同 様 の 事 期 、 相 手 方 、 金 額 、 納 入 日 等 を 記 載 し た
案 が あ り 、 前 回 の 監 査 で も 指 摘 を し た 内 調 定 一 覧 表 を 作 成 す る と と も に 、 担 当 者
部 牽 制 が 不 十 分 で あ る 。 及 び 決 裁 権 者 そ れ ぞ れ が 保 管 し 、 作 業 ご

けん

「 事 実 」 と に 確 認 す る な ど チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 を
平 成 26年 度 及 び 平 成 27年 度 実 施 の 定 期 図 り ま す 。 ま た 、 担 当 者 の 異 動 に よ る 処

監 査 に お い て 、 調 定 の 時 期 遅 延 や 内 部 牽 理漏れを防止するため、事務引継の際 に 、
けん

制 に つ い て 指 摘 を 受 け 、 今 後 同 様 の 事 例 調定一覧表等の添付を徹底するととも に 、
がないように進行管理を徹底し内部チェ ッ 決 裁 権 者 等 が 事 前 に 引 継 内 容 を 把 握 す る
ク 機 能 を 充 実 さ せ る 旨 の 処 理 結 果 を 報 告 こ と で 確 実 に 引 継 ぎ を 行 う な ど 、 関 係 規
し た に も か か わ ら ず 、 平 成 27年 度 の 甲 株 程 に 基 づ い た 適 正 な 歳 入 事 務 処 理 に 努 め
式 会 社 の 年 間 土 地 使 用 料 55 , 7 4 0円 に つ い て ま い り ま す 。
て 、 平 成 27年 ４ 月 １ 日 付 け で 調 定 す べ き
と こ ろ 、 平 成 28年 １ 月 ４ 日 に 調 定 し て お
り 、 内 部 チ ェ ッ ク が 機 能 し て い な い 。
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
行 政 財 産 の 使 用 料 収 入 事 務 に つ い て 、

３ 年 連 続 し て 指 摘 事 項 と さ れ た こ と を 重
く 受 け 止 め 、 組 織 と し て の 内 部 牽 制 が 的

けん

確 に 行 わ れ る よ う チ ェ ッ ク 体 制 を 早 急 に
確 立 し 、 関 係 規 程 に 基 づ い た 適 正 な 歳 入
事 務 処 理 を 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ４ 号
平 成 29年 ３ 月 28日 監 査 公 表 第 ９ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら次 のと お り措 置状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 29年 ５ 月 12日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

2 9 財 第 2 1 9 号
平 成 29年 ４ 月 18日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）
平 成 29年 ３ 月 15日 付 け 28福 監 第 293号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と

お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 機 関 消 防 学 校

監 査 対 象 年 度 平 成 28年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 29年 ２ 月 １ 日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
物 品 の 管 理 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る 劇 毒 物 の 物 品 出 納 簿 に つ い て は 、 全 て

も の が あ る 。 の 劇 毒 物 の 現 在 高 を 確 認 し 、 一 致 さ せ る
「 事 実 」 と と も に 、 品 目 に 誤 記 が あ っ た も の に つ
劇 毒 物 の 物 品 出 納 簿 に つ い て 、 現 在 高 い て は 、 修 正 し ま し た 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡
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が 現 物 と 一 致 し て い な い も の 及 び 品 目 に 劇 毒 物 の 貯 蔵 に つ い て は 、 表 示 を し た
誤 記 が あ る も の が あ る 。 場 所 （ 薬 品 庫 ） に 適 正 に 貯 蔵 す る と と も
ま た 、 劇 毒 物 の 表 示 を し た 場 所 に 適 正 に 、 劇 毒 物 を 貯 蔵 し て い る 理 化 学 準 備 室

に 貯 蔵 し て い な い 劇 毒 物 が あ る 。 と 理 化 学 実 習 室 と の 間 の 扉 に つ い て 、 実
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 習 室 側 か ら 施 錠 で き る よ う 鍵 の 交 換 を 実
物 品 の 管 理 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 施 し ま し た 。

基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 ま た 、 校 内 の 内 規 で あ る 「 消 防 学 校 に
お け る 劇 毒 物 の 管 理 基 準 」 を 改 正 す る と
と も に 、 「 薬 品 の 使 用 ・ 管 理 要 領 」 を 新
た に 作 成 し 、 物 品 （ 薬 品 ） を 適 正 に 管 理
す る 体 制 を 整 備 し ま し た 。

２ 監 査 対 象 機 関 大 笹 生 学 園
監 査 対 象 年 度 平 成 28年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 29年 ２ 月 １ 日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
収 入 未 済 と な っ て い る 大 笹 生 学 園 使 用 当 該 督 促 状 に つ い て は 、 職 員 調 査 後 速

料 に つ い て 、 督 促 状 を 発 行 し て い な い も や か に 督 促 の 手 続 を 進 め 、 督 促 状 発 行 日
の が あ る 。 ま で に 納 入 さ れ た 平 成 2 8年 度 調 定 分 の ４
「 事 実 」 件 3 5 , 0 5 9円 を 除 き 、 平 成 2 8年 1 2月 2 2日 に
平成 28年 11月 末現在で収入未済となっ て 発 行 し ま し た 。

いる大笹生学園使用料（合計115件846,0 1 2円 ） 今 後 は 、 福 島 県 財 務 規 則 第 6 9条 の 規 定
のうち、平成 27年 度調定分の２件 11,602円 に 基 づ き 督 促 状 を 発 行 し 、 適 正 な 債 権 の
と 平 成 28年 度 調 定 分 の 20件 112 ,206円 に つ 管 理 に 努 め て ま い り ま す 。
い て 、 職 員 調 査 日 （ 平 成 28年 12月 ８ 日 ） な お 、 平 成 2 8年 1 2月 2 2日 に 督 促 状 を 発
現 在 、 督 促 状 を 発 行 し て い な い 。 行 し た 大 笹 生 学 園 使 用 料 （ 平 成 2 7年 度 調
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 定 分 の ２ 件 1 1 , 6 0 2円 と 平 成 2 8年 度 調 定 分
債 権 の 管 理 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に の 1 6件 7 7 , 1 4 7円 ） に つ い て は 、 平 成 2 9年

基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 ２ 月 2 8日 ま で に 全 額 納 入 さ れ ま し た 。

（ 監 査 総 務 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


